
御
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

姫
路
市
文
化
財
保
護
協
会

『
文
化
財
だ
よ
り

第
二
二
号
』

盆

九
八
九
年
）

（山
本
博
利
）

『
平
城
宮
出
土
墨
書
土
器
集
成
Ｉ
』
公
刊
さ
る

『
平
城
宮
出
土
墨
書
土
器
集
成
Ｉ
』
に
つ
づ
く
も
の
で
、
平
城
官
出
土

の
墨
書
土
器
で
第

一
〇
四
次
発
掘
調
査
か
ら
第

一
六
五
次
調
査
ま
で
に
発

掘
さ
れ
た
も
の
と
、
か
つ
て

一
九
二
八

。
三
二
年
出
上
の
も
の
で
、
濤
辺

家
所
蔵
の
も
の
を
ふ
く
め
て
収
録
し
た
も
の
。
釈
文
と
写
真
を
そ
ろ
え
、

必
要
な
も
の
に
は
実
測
図
を
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
出
土
遺
構
の
解
説

を
加
え
て
い
る
。
１
と
Ⅱ
と
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
城
宮
出
上
の

墨
書
土
器
の
七
割
ち
か
く
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お

一
冊
分
の

墨
書
上
器
が
そ
の
後
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
多
忙
を
き
わ
め
た
勤
務
条
件
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ

が
、
ひ
き
つ
づ
き
の
公
刊
が
望
ま
れ
る
。

発
行
者
　
奈
良
国
立
文
化
研
究
所
、
出
版
　
真
陽
社

定
価
四
、
五
〇
〇
円

申
込
は
　
一八
都
市
下
京
区
油
小
路
仏
光
寺
上
ル
　
真
陽
社

ヘ

は

か

ざ

丘鳶

・袴
狭
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
兵
庫
県
出
石
郡
出
石
町
袴
狭

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
八
年

（昭
６３
）
一
〇
月
を

一
九
八
九
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
出
石
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
小
寺
　
誠

５
　
遺
跡
の
種
類
　
祭
祀
遺
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
ぞ
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

出
石
町
は
北
但
馬
の
東
部
に
位
置
し
、
町
を
維
断
し
て
北
流
す
る
出
石
川
に

沿

っ
て
町
が
開
け
て
い
る
。
遺
跡
は
こ
の
出
石
川
に
注
ぐ
袴
狭
川
と
い
う
小
河

川
ぞ
い
に
あ
り
、
す
ぐ
北
側
に

は
昨
年
二
点
の
木
簡
と
多
量
の

木
製
祭
祀
具
の
出
上
し
た
砂
入

遺
跡
が
存
す
る
。

今
回
当
地
に
お
い
て
県
営
圃

場
整
備
が
計
画
さ
れ
、
こ
れ
に

と
も
な
い
河
川
沿
い
を
中
心
に

遺
跡
確
認
調
査
を
実
施
し
た
。

調
査
地
の
標
高
は
七
ｍ
前
後
を

(出 石)



測
り
、
ト
レ
ン
チ
は
総
延
長
約

一
〇
〇
〇
ｍ
に
も
お
よ
ん
だ
。

こ
の
結
果
、
袴
狭
川
の
旧
河
道
内
か
ら
、
砂
入
遺
跡
と
同
様
に

一
一
〇
〇
点

を
越
え
る
木
製
祭
祀
具
が
出
土
し
、
こ
れ
と
と
も
に
計
八
点
の
木
簡
が
出
上
し

た
。
祭
祀
遺
物
に
は
墨
書
人
形
二
七
点
を
は
じ
め
、
馬
形

・
斎
串
等
が
あ
り
、

ほ
か
に
琴

。
櫛

・
算
木

・
下
駄

・
火
き
り
板
や
田
下
駄

。
田
船
と
い
っ
た
農
具

も
出
土
し
て
い
る
。
遺
構
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
調
査
は
旧
河
川
の
包
含
層
の
範

囲
を
確
認
す
る
こ
と
に
終
始
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容
　
　
　
　
　
　
・

く
　
・
□
附
エ八
生

マ
ロ
ロ
」

。　
　
　
　
？
堂
〕
□

ｘ

，
　
　
　
　
　
　
　
一
□
」

咄
灰
曜
□
□
職

（ドΦ

急々
飲々
律
令己

ｅ

×
ｃ
ｅ

×
∞

″□
□
　
九
々
九

爾那
門‐‐‐‐門‐・十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．＋
Ｙ
八十
一・

イ

ヤ
γ
物
忌

惨

あ
句

―

　

　

　

　

　

　

（卜∞．

玄

マ
宏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頓）
×
（長
）
×
ぃ

い竜
鍛
¶

刊

判

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｄ

(2)

(3)

①
ｉ
③
は
祭
祀
遺
物
と
同
じ
層
位
か
ら
の
出
土
で
あ
る
が
、
⑥
は
こ
れ
ら
と

は
や
や
離
れ
た
位
置
の
新
し
い
層
か
ら
出
上
し
た
。

ω
の
表
面
に
見
え
る
地
名
は
出
石
郡
に
南
接
す
る
養
父
郡
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
残
念
な
が
ら
明
確
に
は
判
読
で
き
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
こ
れ
が
付
札

で
あ
り
、
出
石
郡
以
外
か
ら
稲
積
と
い
う
人
物
の
白
米
が
運
ば
れ
た
こ
と
は
分

か
る
。
ま
た
裏
面
に
見
え
る
年
号
は
、
遺
跡
の
年
代
を
考
え
金
上
で
極
め
て
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
年
代
は
ま
た
同
時
に
出
土
し
て
い
る
土
器
の
年
代
と

矛
盾
し
な
い
。

ω
　
。「＜〔醇
匪
印
剛
酎
躯
□
方
マ公
稲
積
　
白
米

「
　
　
　
　
□
□
□

〔神
積
≧

□
□
女
加

々
美

一
面
日
□
　
」

〔以
力
〕

⑭
　
・
元
其
□
□
□
□
□
□
□

・
□
□
御
口
日
―Ｉ
Ｈ
国
方
用
米
国

12)

1988年出上の木簡

□
L  L

。
「
＜「出石同ぃ市祀剤廟一開Ш

ロ
マ
ロ

日

一
延
暦
十
六
年
正
月
十
日

（中
μ⇔）
×
］卜
Ｘ
∞
　
〇∞Φ

額
田
マ
ロ
ロ
十

日
下
マ
米
国
四

兵
官
回
□
並

〔判
己

此
皇
后
宮
税
急
奉
上

ｍ
∞
い
×

卜
Φ
×

⇔

μＮω
×
（畔∞
）
×
や
　
〇
岸Ｏ

（］い∞）
Ｘ
（やЮ）
×
卜
　
Ｏ
μΦ ド  L



②
に
は
上
段
に
出
石
に
住
む
五
人
の
部
姓
者
の
名
が
あ
り
、
下
段
に
は
皇
后

官
の
税
を
急
ぎ
奉
れ
と
い
う
命
令
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
皇
后
宮
職
は
そ
の
財

源
と
し
て
、
大
蔵
省
か
ら
の
支
給
を
受
け
る
以
外
に
封
戸
や
出
挙
稲
な
ど
独
自

の
基
盤
を
も
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る

（鬼
頭
清
明

「皇
后
宮
職
論
」
奈
文
研

『研
究
論
集
Ｉ
し
。

「皇
后
宮
税
」
と
は
皇
后
官
職

へ
収
め
る
出
挙
の
稲
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の
命
令
が
ど
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
木
簡
は
但
馬
国
内
で
書
か
れ
、
在
地
で
の
稲
の

取
り
立
て
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
を
⑥
の
木
簡
の
も
つ
意
味
は
判
然
と
し
な
い
。

⑥
は
い
わ
ゆ
る
呪
符
木
筒
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
典
型
的
な
語
句
が
並
ん
で

い
る
。
鬼
の
字
の
上
の
文
字
は
符
篠
の
よ
う
で
あ
り
判
読
で
き
な
い
。
出
上
し

た
位
置
お
よ
び
層
位
は
他
の
木
筒
と
は
違

っ
て
お
り
、
新
し
い
中
世
の
流
路
内

か
ら
の
出
上
で
あ
る
。

今
回
出
上
し
た
木
筒
の
意
義
は
二
つ
あ
る
。　
一
つ
は
延
暦

一
六
年
と
い
う
年

号
で
あ
る
。
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
三
年
（八
〇
四
）
の
条
に

「但
馬
の
国
治
を
気

多
郡
高
田
郷
に
遷
す
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
但
馬
で
は
ニ
カ
所
の
国
府
跡
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
第
二
次
国
府
に
つ
い
て
は
、
日
高
町
に

あ
る
深
田
遺
跡
及
び
川
岸
遺
跡
周
辺
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
延
暦
二
三
年
以
前
の
位
置
に
つ
い
て
は
ま
だ
て
が
か
り
は
つ
か
め

て
お
ら
ず
、
今
回
出
上
し
た
木
簡
は
こ
の
点
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

二
つ
め
は
、
も
し
前
述
の
よ
う
に
解
す
る
と
す
れ
ば
延
暦
前
後
に
皇
后
官
職

の
出
挙
稲
が
但
馬
に
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
天
平
九
年

「但

馬
国
正
税
帳
」
に
は

「中
官
職
捉
稲
使
」
が
但
馬
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

書
か
れ
、
時
の
中
官

・
藤
原
官
子
の
中
宮
職
の
出
挙
稲
が
但
馬
に
設
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
と
関
連
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
出
挙
稲
は
国
府
の
管
理
す
る
稲

で
あ
り
、
実
際
に
は
郡
司
等
が
直
接
関
わ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
多
量
の
人
形
を
始
め
と
す
る
木
製
祭
祀
具
に
注

目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
付
近
の
遺
跡
を
総
合
す
れ
ば
東
西

一
二
〇
〇
ｍ
、
南

北
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
範
囲
か
ら
三
〇
〇
〇
点
以
上
も
出
上
し
て
い
る
。

（小
寺
　
誠
）


